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本稿では、新型コロナウイルス感染症に関する各種情報・支援策について紹介します。

◦�群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン」に基づく要請について（２～４頁）
◦群馬県「令和２年度６月補正予算（第２弾）」について（５頁）
◦家賃支援給付金に関するお知らせ（６～７頁）

※�　今回紹介した各種情報・支援策は修正・変更される場合もありますので、最新の情報
確認をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
事業者の皆さまへ

群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン」に基づく要請について
※６月13日（土）以降

※事業者に対する以下の要請事項（１）（２）は、群馬県ホームページをとりまとめたものです。

（１） 感染防止対策の徹底について
① 　すべての事業者において、「別表（次頁）」で掲げる感染防止対策例や、業界団体等で作成した感
染拡大予防ガイドライン等を踏まえながら、適切な感染防止対策を徹底。
② 　ガイドライン未作成の業界団体等においては、業種や施設の種別ごとのガイドラインを作成し、
所属事業者や関係事業者へガイドラインに沿った感染防止対策を徹底。
③ 　業界団体からガイドラインが示されていない業種の事業者や、業界団体等が存在しない業種の事
業者についても、上記のガイドライン等を参考として、適切な感染防止対策を講じる。
④ 　ガイドライン作成にあたっては、以下の「作成例」や国がまとめた業種別ガイドラインなどを参
考にする。

※県の「ガイドライン作成例」
　https://www.pref.gunma.jp/contents/100154578.pdf を参照

※�県内の100を超える団体については、業界の特性に応じたガイドライン
を作成し、県と覚書を結んだうえで、感染拡大防止に取り組んでいる。
　「ガイドライン作成・覚書締結団体一覧」
　https://www.pref.gunma.jp/contents/100157467.pdf を参照

※国（内閣官房）ホームページ
　「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」
　https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf を参照
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（２）勤務形態等について
① 　「新しい生活様式の実践例（次頁）」を参考に、テレワークやローテーション勤務、時差通勤、オ
ンライン会議の開催など、人との接触を減らすための取組みを実践。
②　高齢者施設や病院等については、面会の再開にあたって、適切な感染防止対策を徹底。

「別表」：適切な感染防止対策例

発熱者等の
施設への
入場防止

◦�来訪者、従業員の検温・体調確認を行い、発熱等の症状がある者
や体調不良の者の入場制限（来訪者）、出勤停止（従業員）

◦�発熱等の症状がある者は、イベントの参加や施設の利用を控える

接触確認
アプリの

利用

◦�来訪者は、接触確認アプリをインストールし、事業者は、それを
促す

◦�事業者は、来訪者の連絡先等を把握する（イベント開催の際には
徹底すること）

３つの「密」
（密閉・密集・
密接）の防止

◦店舗利用者の入場制限、滞在時間の制限を設ける

◦十分な座席間隔（四方を開けた席配置等）を確保する

◦入退出時、休憩場所、待合場所等での３密の環境を避ける

◦換気を行う（可能であれば２つの方向の窓を同時に開ける）

◦�密集する会議の中止（対面による会議を避け、電話会議やビデオ
会議を利用）

飛沫感染、
接触感染の

防止

◦�来訪者、従業員のマスク着用（熱中症等対策が必要な場合を除く）、
手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行

◦対面機会の削減（または、ビニールカーテン等の設置）

◦�大声での会話が発生しない環境作り（利用者への呼びかけ、音響
を最小限に設定等）

◦店舗・事務所内の定期的な消毒、キャッシュレスの利用

移動時の
感染防止

◦�ラッシュ対策（時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤
の推進）

◦�従業員数の出勤数の制限（テレワーク等による在宅勤務の実施等）

◦�出張の中止（電話会議やビデオ会議などを活用）、来訪者数の制限

◦�イベント参加（開催）にあたっては、移動中や移動先での感染防止
のための行動を取る（よう呼びかける）
　※イベントスタッフにも同様に呼びかける
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群馬県「令和２年度６月補正予算（第２弾）」について
　６月25日に成立した群馬県「令和２年度６月補正予算（第２弾）」のうち、中小企業・小規模事業
者に関係する事業を抜粋して紹介します。

事　　業　　名
6月補正
予算額
（千円）

事　　　業　　　内　　　容

新型コロナウイルス
対応安全安心な店舗
認定制度
（経営支援課）

20,000
○�商工団体と連携し、業界団体等が作成したガイドラインに基
づく安全対策を行った小売や飲食サービス業などを営む中
小・小規模事業者を応援する認定制度を創設。

ニューノーマル
創出支援
（経営支援課）

154,000

○�ニューノーマルの視点から、上記認定を取得した小規模事業者
等が連携し、新たに実施するモデル的な商業活動に対して補助。
◦補助対象者
　�小売・飲食サービス業等を含む複数（３事業者以上）の中小・
小規模で構成される団体
◦補助対象事業
　�テイクアウト、デリバリー、移動販売車、共通チケットの導入等
審査会を開催し、モデル的な事業を選定
◦補助率�3/4以内
◦上限額�1,000千円

（中小企業振興資金特別会計）

制度融資（新型コロ
ナウイルス感染症対
応資金）
（経営支援課）

―

○�国の経済対策により制度融資に追加した新型コロナウイルス
感染症対応資金（融資枠2,000億円）について、国の２次補正
予算に対応して、融資限度額を拡充。
◦融資限度額�現行3,000万円→拡充後4,000万円

オンライン販路開拓
支援強化
（地域企業支援課）

77,805

○�ニューノーマルに対応するため、デジタルツールを最大限活
用し、バーチャル展示場などの新たな販路拡大支援の仕組み
を構築。
①�群馬のものづくり企業のための「バーチャル展示場」の構築
　77,105千円
　◦�技術ＰＲやマッチングの場としてのデジタルプラットフォー
ムを構築し、約700社の常設展示を可能とする場を用意

　◦�商談に繋がる効果的な展示とするため、アドバイザーによ
り、デジタルプラットフォームでのＰＲツールのブラッ
シュアップを支援

②ＷＥＢ上での展示会・商談会、セミナーの開催　700千円
　◦プラットフォームを活用し、展示商談会を開催
　◦ＷＥＢセミナーを配信

中小企業における
テレワーク推進
（労働政策課）

54,640

○�県内中小企業のテレワーク導入を推進するため、国で実施し
ている新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク助
成金について、県が上乗せ補助を実施。
◦補助上限額�500千円（国：1,000千円）
◦補助率�1/4以内（国：1/2）
◦�現計予算額10,000千円→補正後予算額64,640千円（＋
54,640千円）
　国への申請状況を踏まえ、県予算額を増額。
◦申請見込件数�320件
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家賃支援給付金に関するお知らせ
　経済産業省・中小企業庁

家賃支援給付金とは？

　５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）

① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業者※
　※医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

②５月～12月の売上高について、
　・１ヵ月で前年同月比▲５０％以上または、
　・連続する３ヵ月の合計で前年同期比▲３０％以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

給付額

法人に最大６００万円、個人事業者に最大３００万円を一括支給。

算定方法
申請時の直近１ヵ月における支払賃料（月額）
に基づき算定した給付額（月額）の６倍

支払賃料（月額） 給付額（月額）

法人
75万円以下 支払賃料×２/３

75万円超 50万円＋［支払賃料の75万円の超過分×１/３］
※ただし、100万円（月額）が上限

個人事業者
37.5万円以下 支払賃料×２/３

37.5万円超 25万円＋［支払賃料の37.5万円の超過分×１/３］
※ただし、50万円（月額）が上限

お問い合わせ・相談窓口 家賃支援給付金コールセンター ０１２０－６５３－９３０

受付時間　平日・休日　８：３０～１９：００　

　　　　（８月末まで全日対応／９月以降：平日・日曜対応（土曜日・祝日除く））

※詳細につきましては、

　「家賃支援給付金専用ポータルサイト（https://yachin-shien.go.jp/）」をご覧ください。
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